
目　　次

平成 30 年      月          日（木）

No.  14795　１部370円（税込み）

10 18

☆商標判例読解�
　「白砂青松」事件判決 ……………………… ⑴

「白砂青松」事件判決

ユアサハラ法律特許事務所／商標判例研究会
弁護士　神田　雄

商標判例読解59

事件番号：平成29年（ワ）第9779号
裁 判 所：東京地方裁判所民事第40部（佐藤達文（裁判長）、遠山敦士、廣瀬孝）
判 決 日：平成30年４月27日判決
結　　論：請求認容

（先使用権の有無と権利濫用の抗弁の成否が判断された事例）
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★キーポイント
　　本判決は、結合商標の類否とともに、先使用

権の有無、長期間の商標権の不行使の事実等に
基づく権利濫用の抗弁の成否について判断して
おり、実務上参考になると思われる。

第１　事案の概要

１　要旨
　本件は、「３　原告の商標」記載の商標（以下「原
告商標」という。）の商標権を有する原告が、「４　
被告の標章」記載の標章（以下「被告標章」という。）
を被告が付して日本酒を販売していること等が原告
の商標権を侵害すると主張し、被告に対し、「白砂
青松」の標章を付した商品の販売等の差止めを求め
るとともに、同標章を付した同商品の宣伝用ポス
ター、チラシ、パンフレット、包装等の廃棄及び被
告のウェブサイトから同標章の削除を求める事案で
ある。

２　当事者
（１）原告：Ａ

Ａ商店の商号で酒類の製造・販売等を業とする
商人である。

（２）被告：森島酒造株式会社

酒類の製造・販売等を業とする株式会社である。

３　原告の商標
商　　標　白砂青松（標準文字）
指定商品　第30類　和菓子
　　　　　第33類　日本酒、焼酎、果実酒
出 願 日　平成18年４月19日
登録番号　第5016871号
登 録 日　平成19年１月12日

４　被告の標章
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指定商品	 第３０類	 和菓子	 

第３３類	 日本酒、焼酎、果実酒	 

出願日	 	 平成１８年４月１９日	 

登録番号	 第５０１６８７１号	 

登録日	 	 平成１９年１月１２日	 

	 

４	 被告の標章 
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５　被告の行為
　被告は、「大観」「白砂青松」の各文字や日本画の
絵柄部分から構成され、いずれの文字も横書きの毛
筆体で書かれた標章を付した日本酒（720ミリリッ
トル瓶及び1.8リットル瓶の２種類。以下、併せて「被
告商品」という。）を製造、販売している。
　被告は、平成11年10月から現在に至るまで、被告
商品に被告標章を付して販売している。

６　争点
（１）原告商標と被告標章の類否
（２）先使用権の有無
（３）権利濫用の抗弁の成否

第２　争点（１）（原告商標と被告標章
の類否）について

１　原告の主張
（１）外観、称呼及び観念の類否について

ア　外観


